
○臨時災害放送局による住民への情報伝達体制の強化
・臨時災害放送局（ＦＭ放送）を開局し、自家用車等により避難中の住民に避
難指示の内容等の情報を提供

○原子力災害時における医療体制の強化
・原子力災害拠点病院、原子力災害医療協力機関の指定等による医療体制
の強化

○安定ヨウ素剤の配備等の充実
・乳幼児向けゼリー状安定ヨウ素剤の備蓄・配布及び国における安定ヨウ素
剤の備蓄

「伊方地域の緊急時対応」の改定について

１．改定の目的
「伊方地域の緊急時対応」は、平成２７年８月に開催された伊方地域原子力防災協議会で取りまとめ・確認が行われ、同年１０月に原子
力防災会議において了承された。また、平成２７年１１月の国の原子力総合防災訓練の実施を通して得られた教訓等を踏まえ、平成２８
年７月に改定を行っている。
その後、緊急時対応の実効性の向上を図るため、平成２８年９月並びに１１月、平成２９年１１月及び平成３０年１０月に愛媛県原子力防
災訓練が実施されている。
今般の「伊方地域の緊急時対応」の改定は、これまでの訓練の検証結果等を踏まえ、緊急時対応の一層の具体化・充実化を図るため
に行うもの。

２．改定のポイント

〈改善①〉 ドローンを活用した情報収集体制の強化

ドローンによる避難道路等の被災状況の把握

 PAZ及び予防避難ｴﾘｱにおける住民避難に必要な避難道路等の

被災状況を迅速かつ効率的に把握できるよう、ドローンの自律飛

行による避難道路等の情報収集体制を構築

対応
方針

〈その他主な改善〉

〈改善②〉 大分県への避難に係る連携体制の強化

海路避難時の避難先となる大分県との情報共有システムの整備

 予防避難ｴﾘｱの住民の海路避難の候補先である大分県と、愛媛県

の住民避難に係る情報共有が円滑に行えるよう、TV会議ｼｽﾃﾑや映

像伝送ｼｽﾃﾑを整備

対応
方針

〈改善③〉 予防避難ｴﾘｱにおける対応の充実化（ｹｰｽ３：海路避難、空路避難）

ケース３における避難経路等の明確化

 予防避難ｴﾘｱにおいて、放射性物質放出まで時間的猶予があり、

国道197号が使用不可であって港湾が使用可能・船舶が利用でき

る場合には海路避難を実施し、またﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる避難が可能な

場合には空路避難を併用するが、この場合における避難経路や避

難先、避難手段を明確化

対応
方針

〈改善④〉 自然災害時における防護措置の具体化

対応
方針

警報等発表時には無理に避難せず屋内退避を優先
 気象庁から暴風警報が発表されている場合等は、原子力災害に対する避
難行動よりも、人命の安全確保を最優先とし、屋内退避を実施

 天候が回復するなど、安全が確保できた場合には避難等を実施

○冷却告示の対象である1号機に係る対応の明確化
・1号機に係る原子力災害対策重点区域は、PAZなし、UPZ概ね5km圏内
・1号機に係るUPZ内住民の一時移転等の対応の明確化

〈その他の改定〉

資料２

対応
方針

家屋等にて屋内退避ができない住民等の対応策の具体化
 地震による家屋の倒壊等により、家屋等での屋内退避の継続が困難な場
合には、人命の安全確保の観点からUPZ内の別の指定避難所等や、あら
かじめ定められているUPZ外の避難先へ避難

台風時などにおける対応

地震時などにおける対応
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（参考）「伊方地域の緊急時対応」の改定ポイント
改善① ドローンを活用した情報収集体制の強化 改善③ 予防避難ｴﾘｱにおける対応の充実化（ｹｰｽ3：海路避難、空路避難）

改善② 大分県への避難に係る連携体制の強化 改善④ 自然災害時における防護措置の具体化

災害対策本部（愛媛県庁）

各ドローン配備場所（伊方町役場、各支所等）から離発着

映像確認、解析、避難実施方針の作成

住民（伊方町全域）

各集落から一時集結所に避難

現地災害対策本部（愛媛県ＯＦＣ） 災害対策本部（国：東京）

197

各拠点

・映像確認、解析
・避難ルート選定
・避難指示

ドローンの自律飛行に
よる被災状況調査

 知事同士の会議による避難の受入要請
 避難者数等の情報共有
 住民避難ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝの検討

＜愛媛県と大分県の情報共有イメージ＞

愛媛県庁大分県庁

 避難受入港の状況の共有
 避難先施設の状況の共有
 ｹﾞｰﾄ型ﾓﾆﾀｰ等の準備状況の共有

映像伝送ｼｽﾃﾑ

 避難受入港の検討
 大分県内における避難用バスの手配
 避難住民の避難先施設までの移送

TV会議ｼｽﾃﾑ

 避難用船舶の手配
 避難者数等の情報の提供
 避難住民の三崎港等への移送

 台風等により気象庁から暴風警報が発表される等、外出をすることで命に危険が及ぶような
場合には、無理に避難せずに、安全が確保されるまでは、屋内退避を優先し、例えば、天候
が回復するなど、安全が確保できた場合には、避難を実施。

 天候が回復するなどし、避難を実施する際には、国及び愛媛県等は、避難経路や避難手段
のほか、原子力発電所の状況等の情報共有や緊急時の対策についての確認・調整等を行う。

＜（PAZの例）全面緊急事態で天候が回復した場合の対応の例＞
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※ 台風等に伴う大雨により、市町から土砂災害や洪水等に係る避難勧告が発令された場合等には、
該当地域の住民は、指定緊急避難場所等の安全が確保できる場所で屋内退避を実施。

（外出をすることで命に危険が及ぶような場合）

災害対策本部（伊方町役場）

住民への情報伝達手段
・臨時災害FM
・防災行政無線、緊急速報
メール、ＣＡＴＶ、広報車等

町からの情報を踏まえ円滑に避難

広域避難先

広域避難先に避難

ドローンからの
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・情報連絡体制の確立
・ドローン飛行の調整
・避難実施方針の調整
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海路避難等一例（ｹｰｽ3）
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＜凡例＞
：ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地Ｈ

船舶により海路避難、
ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空路避難

Ｈ

Ｈ

Ｈ Ｈ Ｈ

Ｈ

大分県の港湾へ

三机港

三崎総合体育館

一時集結所

Ｈ

Ｈ

Ｈ

愛媛県の港湾へ

大分県の港湾へ

愛媛県の港湾へ

三崎港

愛媛県の港湾へ

三崎小中学校体育館

一時集結所
瀬戸総合体育館

一時集結所

【台風時などにおける対応の例】

瀬戸地域（三崎港又は三机港から避難）

施設敷地緊急事態要避難者 259人

一般住民 1,396人

合計 1,655人

Ｈ
Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ三崎地域（三崎港から避難）

施設敷地緊急事態要避難者 358人

一般住民 2,415人

合計 2,773人


